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●
印
鑑
条
例
の
一
部
改
正

　

印
鑑
登
録
証
明
事
務
処

理
要
領
の
改
正
に
伴
い
、

印
鑑
登
録
証
明
書
に
旧
氏

が
記
載
で
き
る
よ
う
に
す

る
も
の
で
す
。

（
令
和
元
年
11
月
５
日
よ

り
施
行
）

（
賛
成
全
員
）

●
工
事
請
負
契
約
の
締
結

（
か
わ
べ
テ
ニ
ス
公
園
上

屋
新
築
工
事
）　

　

指
名
競
争
入
札
に
よ
り
、

（
株
）
古
部
組
が
、
６
億

５
２
９
６
万
８
千
円
で
落

札
し
契
約
す
る
も
の
で
す
。

（
賛
成
全
員
）

問
　

何
社
で
の
入
札
か
。

入
札
時
の
失
格
社
は
な

か
っ
た
の
か
。
最
低
制
限

価
格
は
ど
う
な
っ
て
い
る

の
か
。

答
　

５
社
で
入
札
を

行
っ
た
。
失
格
社
は
な

か
っ
た
。
最
低
制
限
価
格

は
公
表
し
て
い
な
い
。

問
　

工
期
が
約
１
年
間

の
予
定
だ
が
、
例
年
実
施

さ
れ
て
い
る
各
種
大
会
と

の
調
整
・
対
応
を
ど
う
す

る
の
か
。

答
　

神
和
住
ガ
ー
デ
ン

の
６
面
は
使
用
で
き
な
い

の
で
、
残
り
の
屋
外
コ
ー

ト
10
面
で
各
団
体
と
協

議
・
調
整
し
て
い
き
た
い
。

問
　

屋
根
の
あ
る
テ
ニ

ス
コ
ー
ト
以
外
に
防
災
機

能
を
持
た
せ
る
考
え
の
よ

う
だ
が
、
ど
こ
ま
で
ど
う

す
る
の
か
。

答
　

避
難
所
的
な
も
の

で
は
な
く
、
受
入
物
資
等

の
集
積
・
再
配
送
の
施
設

と
し
て
活
用
を
考
え
て
い

る
。

●
保
育
所
の
設
置
及
び
管

理
に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正　
　

　

子
ど
も
・
子
育
て
支
援

法
の
改
正
に
よ
り
、
本
年

10
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ

る
３
～
５
歳
児
等
の
幼
児

教
育
・
保
育
の
無
償
化
に

伴
い
、
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
も
の
で
す
。

（
賛
成
全
員
）

問
　

今
ま
で
ど
お
り
、

副
食
費
の
無
料
化
は
続
け

る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
ど

こ
に
明
記
さ
れ
て
い
る
の

か
。
要
綱
を
つ
く
る
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

答
　

一
般
会
計
の
補
正

で
計
上
し
て
い
る
。
施
行

ま
で
に
要
綱
を
作
成
し
て

対
応
す
る
。

●
小
規
模
保
育
所
の
設
置

及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正

　

子
ど
も
・
子
育
て
支
援

法
の
改
正
に
よ
り
、
本
年

10
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ

る
３
～
５
歳
児
等
の
幼
児

教
育
・
保
育
の
無
償
化
に

第
３
回
定
例
議
会

　9月13日から9月19日まで第３回定例議会が開かれ、
工事請負契約の締結１件、土地開発公社の解散１件、条
例の一部改正６件、補正予算５件が提出され、全て原案
のとおり可決しました。
　同時に提案された平成30年度一般会計等の決算認定
は、「決算特別委員会」を設置し、閉会中に審査するこ
とになりました。
　一般質問は、９議員が行い、町執行部の取り組み等を
問いました。

全て原案のとおり可決! !全て原案のとおり可決! !

全て原案のとおり可決! !全て原案のとおり可決! !

こ
ん
な
質
疑
を

　
　行
い
ま
し
た

かわべテニスコート上屋完成予想図
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て
地
域
の
意
見
を
聞
く
必

要
が
あ
る
。
調
理
員
の
配

置
や
人
員
確
保
な
ど
の
事

情
が
あ
る
と
の
説
明
で
あ

る
が
、
議
会
に
も
事
前
に

説
明
を
す
る
べ
き
で
は
な

い
か
。

答
　

来
年
４
月
か
ら
実

施
す
る
に
あ
た
り
、
配
送

車
や
調
理
員
の
確
保
な
ど

繰
入
金
や
臨
時
財
政
対
策

債
の
減
額
が
計
上
さ
れ
て

い
る
が
、
交
付
税
の
確
定

に
よ
る
も
の
か
。

答
　

全
て
交
付
税
の
確

定
に
よ
る
も
の
だ
。

問
　

選
挙
費
に
関
連
し

て
、
投
票
所
が
な
く
な
っ

て
い
る
地
域
が
あ
る
。
他

町
で
は
、
公
用
車
を
活
用

し
て
出
前
投
票
を
行
っ
て

い
る
が
、
本
町
で
の
対
応

は
ど
う
か
。

答
　

選
挙
管
理
委
員
会

で
の
検
討
課
題
と
し
て
協

議
を
行
い
、
本
町
に
ふ
さ

わ
し
い
対
応
を
し
て
い
く
。

問
　

災
害
復
旧
関
係
予

算
に
あ
る
技
術
補
助
員
と

は
ど
う
い
う
も
の
か
。

答
　

被
害
箇
所
が
多
い

こ
と
か
ら
、
職
員
の
補
助

と
し
て
測
量
技
師
補
を
１

日
２
万
９
５
０
０
円
の
単

価
で
委
託
す
る
も
の
で
あ

る
。問

　

学
校
給
食
の
親
子

方
式
を
町
立
校
全
て
で
実

施
す
る
こ
と
に
な
る
。
給

食
は
各
校
の
歴
史
か
ら
見

扱
い
と
な
る
。

●
消
防
団
条
例
の
一
部
改

正　
　

成
年
被
後
見
人
等
に
関

す
る
法
律
が
整
備
さ
れ
、

地
方
公
務
員
法
等
の
一
部

が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴

い
、
消
防
団
員
に
も
町
職

員
と
同
様
に
適
用
す
る
も

の
で
す
。

（
賛
成
全
員
）

●
水
道
事
業
給
水
条
例
の

一
部
改
正

　

水
道
法
の
一
部
改
正
に

伴
い
、
指
定
給
水
装
置
工

事
事
業
者
の
指
定
に
つ
い

て
、
更
新
制
度
が
導
入
さ

れ
た
こ
と
に
よ
り
改
正
す

る
も
の
で
す
。

（
賛
成
全
員
）

問
　

本
町
に
お
け
る
指

定
事
業
者
は
何
社
か
。
新

規
・
更
新
時
の
手
数
料
は

ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

答
　

現
在
、
事
業
者
は

60
社
で
、
手
数
料
は
新

規
・
更
新
と
も
に
１
万
円

と
す
る
。

伴
い
、
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
も
の
で
す
。

（
賛
成
全
員
）

●
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
及
び
家
庭
的
保
育
事

業
等
の
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
の
一
部
改
正　

　

成
年
被
後
見
人
等
に
関

す
る
法
律
が
整
備
さ
れ
、

地
方
公
務
員
法
等
の
一
部

が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴

い
、
所
要
の
改
正
を
行
う

も
の
で
す
。（

賛
成
全
員
）

問
　

町
職
員
と
な
れ
る

資
格
が
得
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
か
。

答
　

地
方
公
務
員
法
で

は
成
年
被
後
見
人
ま
た
は

被
保
佐
人
と
い
う
こ
と
を

理
由
に
一
律
に
町
職
員
と

な
る
試
験
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
な
っ
て
い

た
が
、
こ
れ
を
削
除
す
る

と
い
う
こ
と
だ
。

問
　

臨
時
職
員
に
関
し

て
は
ど
う
か
。

答
　

正
規
職
員
と
同
じ

●
土
地
開
発
公
社
の
解
散

　

公
有
地
の
拡
大
の
推
進

に
関
す
る
法
律
の
規
定
に

よ
り
、
解
散
に
向
け
手
続

き
を
進
め
る
も
の
で
す
。

（
賛
成
全
員
）

問
　

公
有
地
の
先
行
取

得
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
る
が
、
ど
ん
な
対
応

を
し
て
い
く
の
か
。

答
　

土
地
開
発
基
金
の

活
用
、
ま
た
新
た
に
特
別

会
計
を
設
置
す
る
な
ど
の

手
法
で
対
応
し
て
い
く
。

●
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）　

　

歳
入
歳
出
予
算
に
２
億

６
１
６
３
万
９
千
円
を
増

額
し
、
予
算
総
額
91
億
３

５
３
４
万
７
千
円
と
す
る

も
の
で
す
。

　

主
な
内
容
は
、
台
風
10

号
等
に
よ
る
災
害
復
旧
事

業
、
学
校
給
食
の
共
同
調

理
の
拡
大
に
係
る
事
業
費

等
を
計
上
し
て
い
る
も
の

で
す
。

（
賛
成
９
名
）

問
　

財
政
調
整
基
金
の

を
調
整
す
る
必
要
性
が
大

き
く
今
回
の
予
算
措
置
と

な
っ
た
。

　

今
後
は
そ
の
よ
う
な
こ

と
が
な
い
よ
う
に
務
め
る
。

問
　

学
校
統
合
は
関
係

し
な
い
の
か
。

答
　

統
合
と
は
全
く
関

係
な
い
。

問
　

休
日
の
学
校
行
事給食の配送作業
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へ
の
対
応
は
で
き
る
の
か
。

答
　

調
理
員
を
出
勤
さ

せ
て
、
で
き
る
限
り
の
対

応
を
す
る
。

　

た
だ
、
１
校
だ
け
と
い

う
場
合
は
、
弁
当
も
い
た

し
か
た
な
い
。

問
　

今
ま
で
も
学
校
の

給
食
設
備
に
は
、
多
額
の

費
用
を
つ
ぎ
込
ん
で
き
た
。

も
っ
と
長
期
的
な
展
望
が

必
要
で
は
な
い
か
。

　

今
回
の
親
子
方
式
拡
大

の
工
事
費
は
ど
れ
程
か
。

答
　

長
期
展
望
を
も
っ

て
の
親
子
方
式
の
拡
大
だ
。

　

工
事
費
は
、
約
６
３
０

０
万
円
を
予
定
し
て
お
り
、

あ
と
配
送
車
の
購
入
費
も

い
る
。

●
国
民
健
康
保
険
事
業
特

別
会
計
補
正
予
算
（
第
１

号
）　
　

　

歳
入
歳
出
予
算
に
３
２

９
７
万
円
を
増
額
し
、
予

算
総
額
14
億
９
１
９
３
万

円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

内
容
に
つ
い
て
は
、
歳

入
に
前
年
度
繰
越
金
を
計

精
算
に
伴
う
返
還
金
等
を

計
上
す
る
も
の
で
す
。

（
賛
成
全
員
）

●
寒
川
財
産
区
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
１
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
に
１
４

５
万
２
千
円
を
増
額
し
、

予
算
総
額
２
０
６
万
２
千

円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

内
容
に
つ
い
て
は
、
財

産
区
所
有
林
の
伐
採
に
よ

る
収
益
を
基
金
と
し
て
積

み
立
て
る
も
の
で
す
。

（
賛
成
全
員
）

上
し
、
歳
出
に
返
還
金
等

を
計
上
す
る
も
の
で
す
。

　
　
　
　

（
賛
成
全
員
）

●
後
期
高
齢
者
医
療
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
１

号
）　

　

歳
入
歳
出
予
算
に
１
８

２
万
２
千
円
を
増
額
し
、

予
算
総
額
２
億
８
２
６
３

万
１
千
円
と
す
る
も
の
で

す
。

　

内
容
に
つ
い
て
は
、
歳

入
に
前
年
度
に
納
付
さ
れ

た
保
険
料
を
繰
越
金
と
し

て
計
上
し
、
歳
出
に
後
期

高
齢
者
広
域
連
合
へ
の
納

付
金
を
計
上
す
る
も
の
で

す
。

（
賛
成
全
員
）

●
介
護
保
険
事
業
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
に
７
１

８
万
５
千
円
を
増
額
し
、

予
算
総
額
13
億
４
１
８
万

４
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

内
容
に
つ
い
て
は
、
歳

入
に
前
年
度
繰
越
金
を
計

上
し
、
歳
出
に
前
年
度
の

町政の今を
　問いただす
町政の今を
　問いただす

９議員が18項目の質問を行いました。

一般質問

ページ

６～７

７

７～８

８～９

10

10 ～ 11

11

11 ～ 12

12～13

山本
 
喜平議員

井藤
 
満人議員

入口　 誠議員

山本
 
啓司議員

龍田
 
安廣議員

堀　 辰雄議員

吉本
 
賢次議員

小畑 貞夫議員

原　
 
孝文議員

・プレミアム付商品券は公平か

・風倒木から道路の安全をはかれ

・猪谷川水辺公園の夏場の管理はどうなっているのか

・大規模災害に対する備えができているか

・森林環境譲与税の活用方策は

・県道の再整備は

・和佐集落排水処理施設への食品製造工場接続に関して

・下水道事業と使用料の収納管理体制の状況

・JR 和佐駅の設備改善を

・町補助金の代理受領はできないのか

・「ごんちゃん漬」の特産化を

・猿の捕獲報償金を３～５万円にしては

・高齢者が購入するアシスト機能付き自動車に補助金を

・公用車の運行と安全対策の向上を

・総合防災訓練はいつ実施するのか

・台風 10 号におけるダム放流の検証と河川状況

・コミバス、デマンド方式の改善方向は

・県道御坊中津線南山付近の路面改修を　

質問者 質 問 事 項

！！

Q A　ただ単に執行部の所信をただしたり、事実関係を明らかにするだけでなく、執行
部の政治姿勢を明らかにし、それに対する政治責任を明確にする効果があります。
　質問する議員は住民の意見や要望を代弁することが基本であり、執行部の考え
方や計画が適切に予算化されているかチェックすることや、執行状況や結果につ
いても質問することができます。住民にとっては、町政の現状が一番分かりやす
いのが一般質問と言えます。

質問の効果

町内の方も多勢プレーするよ。

みんな応援に来てね　！！
町内の方も多勢プレーするよ。

みんな応援に来てね　！！
町内の方も多勢プレーするよ。

みんな応援に来てね　！！


